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  国土交通大臣  斉藤 鉄夫 殿 
 
 
             運輸審議会会長  堀川 義弘  
 
 

答    申    書 
 

新京成電鉄株式会社からの鉄道の旅客運賃の 
上限変更の認可申請について 

 
 

令５第４００２号 
 
 
 令和５年２月２０日付け国鉄事第６７３号をもって諮問された上記の

事案については、審議した結果、次のとおり答申する。 



 

 
 

主    文 
 

新京成電鉄株式会社からの申請に係る鉄道の旅客運賃の変更について

は、別紙に掲げる額を上限として認可することが適当である。 
 

理    由 
 
１．申請者は、平成７年１０月１日に運賃改定を行った後、経済情勢の

影響等により、利用者数にも増減が見られたものの、所有車両数の削

減等の経費削減策を進めるなどして、消費税に係る運賃改定を除いて

２７年余にわたり、現行運賃を実施しているものである。 
  しかし、令和２年当初からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴

う緊急事態宣言の発出等により、外出自粛や通勤客のテレワークへの

移行といった行動様式の変容がみられた。 
これらの影響を受け、新型コロナウイルスの感染拡大前には微増傾

向にあった利用者数も大幅に落ちこみ、令和２年度には利用者数が前

年度に比較して約２３％減少するとともに、利用者数が回復に転じた

令和３年度においても収支率は９０．１％に留まっている。 
申請者は、経費の削減などを進めるとしつつ、今後についても、沿

線の生産年齢人口の減少が推計されるとともに、テレワークといった

新たな行動様式が一定程度定着すると見込まれるなど、申請者を取り

巻く経営環境には大きな変化が生じているとしている。そのような状

況においても、申請者は、輸送の安全確保のため、施設の老朽化対策

に伴う設備更新など鉄道施設の継続的な整備を実施するとともに、利

用者サービスの向上に取り組むとしているものの、事業運営に要する

経費の削減のみではそれらの施策の実施は困難であるとして、旅客運

賃の上限変更認可を申請したものである。 
 
２．国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃の上限の変更の認

可にあたっては、鉄道事業法第１６条第２項に基づき、当該旅客運賃

の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正



 

 
 

な利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、鉄道事業

法第１６条第１項の認可をするものとされている。 
 
３．当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、

所管局から聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は次の

とおりである。なお、本件については公聴会の開催申出がなかったこ

とから、公聴会は開催していない。 
平年度（原価計算期間）である令和６年度から令和８年度までの３

年間の収入算定の基礎となる現行運賃を維持した場合の総収入は合計

３２，３２４百万円、適正な総括原価（能率的な経営の下における適

正な原価に適正な利潤を加えたもの）は３６，３５９百万円と推定さ

れるので、差引き４，０３５百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 
これに対して、旅客運賃の上限を主文のとおり改定した場合、総収

入は３６，１８６百万円、適正な総括原価は３６，３５９百万円と推

定されるので、差引き１７３百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 
 

４．申請者は、令和２年当初からの新型コロナウイルス感染症の感染拡

大の影響を受けた需要見通しについて、同感染症の拡大前において、

申請者の利用者数のおよそ半数を占めていた通勤定期券に関し、テレ

ワークの定着によりコロナ禍前の需要への回復は見通せないとしてい

る。また、それ以外の券種については同感染症の影響は収束すると見

込むものの、通勤定期券も含め全体の利用者数は、沿線人口の減少等

により、今後は減少に転じるものと見込んでいる。 
これらの点を踏まえて申請者が算出した将来の需要推計について

は、申請者において入手可能なデータ等を含めて総合的に勘案した場

合、合理性があると考えられる。 
これらを踏まえ、輸送の安全確保にかかる設備投資の継続を前提と

する原価を推定した結果、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収

入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたも

のを超えないものであるので、本件申請は上記２．の認可基準に適合

するものと認められる。 



 

 
 

  したがって、鉄道事業法第１６条第１項に基づき、国土交通大臣が

本件申請を認可することは適当であると認める。 



 

 
 

要望事項 
 
 新型コロナウイルス感染症については、感染症対策としての法的な位

置づけの変更等の動きはあるが、引き続き、その影響については先行き

不透明な状況が続いている。新京成電鉄株式会社の鉄道事業における需

要見通しは一定の合理性が認められるものの、テレワークの実施状況等

により、想定された旅客輸送量と実績が乖離する可能性がある。このた

め、国土交通大臣は、本件申請の認可にあたり、鉄道事業法第５４条第

１項及び第２項の趣旨に基づき、期限に係る条件を付すことを検討され

たい。 
また、付された期限までの間の新京成電鉄株式会社の経営実績につい

て、実績が想定された収支率となっているかの検証結果について、毎年、

書面で提出されたい。 

  



 

 
 

別紙 
 
すべての運賃は消費税及び地方消費税を含んだ額である。 

１ 鉄道の普通旅客運賃 

  現行の運賃の上限を次のとおり変更する。 

（単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 鉄道の定期旅客運賃 

  現行の運賃の上限を次のとおり変更する。 

 通勤定期旅客運賃（１か月） 

（単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

通学定期旅客運賃（１か月） 

（単位：円） 

 １円単位 １０円単位 

５キロまで １６７ １７０ 

５キロを超え９キロまで １９８ ２００ 

９キロを超え１３キロまで ２１９ ２２０ 

１３キロを超え１７キロまで ２４０ ２４０ 

１７キロを超え２２キロまで ２６２ ２７０ 

２２キロを超え２７キロまで ２８２ ２９０ 

５キロまで ６，２４０ 

５キロを超え９キロまで ７，３５０ 

９キロを超え１３キロまで ８，０８０ 

１３キロを超え１７キロまで ８，８２０ 

１７キロを超え２２キロまで ９，９２０ 

２２キロを超え２７キロまで １０，６５０ 

５キロまで ３，２９０ 



 

 
 

 ５キロを超え９キロまで ３，８８０ 

９キロを超え１３キロまで ４，２７０ 

１３キロを超え１７キロまで ４，６５０ 

１７キロを超え２２キロまで ５，２４０ 

２２キロを超え２７キロまで ５，６２０ 


